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連載資料　第４回　アルゼンチン

　Ⅰ　雇用・労働統計の状況

1．雇用・労働市場に関する統計について

失業率や労働力化率など雇用・労働に関する

統計は，国家統計院の行っている定点世帯調査

に基づいて作成されている。定点世帯調査は全

国31都市で毎年５月と10月に行われる調査で，

世帯ごとに人口，性別，年齢から，就業状況等

に関するサンプル調査が行われ，サンプル数は

2003年の大ブエノスアイレス圏の場合，2300世

帯である［INDEC 2003，3］。下記に述べる労働

省の調査対象が10人以上の事業所であるため，

この定点世帯調査が就労状況全体を示す事実上

唯一の調査であり，全国規模で継続的に行われ

ている調査のため多くの研究者により利用され

ている。

この調査の問題点としては以下の３点が指摘

されている。第１に定点世帯調査前に公共事業

が集中して行われるなど，就業率の水増しが行

われているとの指摘もあるが，これは調査自体

の問題であるとは言い難い。第２に世帯調査で

あるため，回答者が労働者本人でない場合があ

り，正確な雇用状況の把握に問題があるという

指摘である。実際，労働組合組織化率に関する

定点世帯調査を使用した統計と，労働省の行っ
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研究会では，新興工業国における1980年以降の雇用状況および雇用関係の変容の実態と，同時期に行わ

れた社会保障改革およびその議論の実態を明らかにし，両者の関係がどのようなもので，どのような調

整がなされたかを分析し，またそうした調整の要因を解明することを最終的な目的としている。本連載

は，このような研究会の目的を達成するために，分析対象国の雇用および社会保障に関連した諸事項を

資料として提示するものである。分析対象国は，トルコ，南アフリカ，中国，韓国，台湾およびアルゼ

ンチンである。本連載で資料として掲載する項目は，統計事情，雇用と労働市場の状況，労働組合と企

業家団体の状況，コーポラティズム的枠組みが存在する場合におけるその構成と機能，雇用・労働関係

の法的枠組み，雇用改革と社会保障制度の関係，雇用と社会保障改革に関する先行研究を取り上げた。
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た調査では数値に大幅な相違がある。第３に

2003年に統計算出基準を改正したため，2003年

を境として統計の継続性が断たれている点であ

る。アルゼンチン統計院の雇用・労働統計で特

徴的なのは，労働力化率や就労率の分母を生産

年齢人口ではなく，全人口としている点であろ

う（労働力化率＝経済活動人口 / 全人口）。その

ため，生産年齢人口を分母とした場合と比べて

労働力化率や就労率は低めに算出されている。

統計院の調査とは別に，労働社会保障省が毎

月行っている労働指数アンケート調査がある。

調査対象は統合年金制度に登録された従業員10

人以上の企業であり，調査地区とサンプル数は

以下のとおりである。大ブエノスアイレス圏

800サンプル，大コルドバ圏200サンプル，大ロ

サリオ圏200サンプル，大メンドーサ圏200サン

プル。調査項目は，雇用，企業の雇用見通し，

雇用契約，就業職種，労働時間，賃金，労働争

議に関するものである［労働社会保障省ウェブサ

イト］。労働指数アンケート調査は，雇用状況

や雇用契約に関して正確な情報を得られる反面，

次のような欠点をもつ。すなわち調査対象が統

合年金制度に登録された正規労働者のみである

ため，失業や闇労働契約を把握することは困難

であり，雇用の全体状況を把握できない。また，

調査地点も４大都市に限定され，全国的規模の

状況を把握できない点である。なお，統計院の

定点世帯調査および労働社会保障省の労働指数

アンケート調査は，両者ともインターネットに

より閲覧することができる［統計院ウェブサイ

ト；労働社会保障省ウェブサイト］。

2．雇用・労働市場の状況

アルゼンチンの雇用状況は，1990年代をとお

して失業率15パーセント以上という状態がほぼ

続き，大量失業の常態化がみられた。失業率は

2001～2002年の経済金融危機により一段と上昇

し，2002年には大ブエノスアイレス圏で22パー

セントに達するまでになった（図１参照）。そ

，，
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（出所）INDEC（2003, 12）。
（注）失業率の定義：調査時点の経済活動人口に対する活発に求職中の失業者の比率。
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の後，経済の回復により2005年９月には28大都

市圏平均で11.1パーセントにまで低下した。こ

のような失業率の低下には，就労を条件に失業

世帯主に対し150ペソを給付するという社会扶

助プログラムも貢献している。このプログラム

がないと仮定した場合，同期の失業率は14.1パ

ーセントにまで上昇する［INDEC 2005, 12］。

1990年代の高い失業率の要因は複雑であるが，

そのなかの重要な要因のひとつとして，女性労

働力化率の上昇が指摘されている。大ブエノス

アイレス圏での1980年代から2003年まで男性労

働力化率が80パーセント台前半で一定であるの

に対して，女性のそれは1980年に37.8パーセン

トであったものが，90年には44.9パーセント，

2000年には53.6パーセントにまで上昇している

（図２参照）。失業率上昇の原因のひとつは，こ

のような女性労働力化率の上昇があったにもか

かわらず，それにみあった雇用の拡大がみられ

なかったことである。大ブエノスアイレス圏で

の全人口に対する就労率は，1980年38.3パーセ

ント，1990年37.1パーセント，2000年38.1パー

セントとほとんど変動が見られない［INDEC 

2001, 9］。

それではこの時期になぜ女性労働力化率の上

昇がみられたのかという疑問が起こる。1992年

と93年の調査によると，女性の労働市場参加の

理由として59.7パーセントが家計の補助を挙げ

ている［Casanova, Roca and Rosas 1994, 6］。こ

うした家計補助を目的とした女性の労働市場参

加拡大の要因として，ひとつには1990年代にお

ける実質賃金の低下により，従来の男性稼得者

モデルの家庭を維持することが困難になった点

が指摘できる。1985年を100とした製造業の平

均実質所得は，90年には76.9，95年77.6，99年

76.2と90年代をとおして低い水準で推移してい

る［CEPAL 2000, 92］。他方，1990年代に進め

られた労働法制改正による雇用関係の柔軟化の

進行が，女性の労働市場参加を促す効果があっ
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（出所）INDEC（2003, 18）。

図２　大ブエノスアイレス圏性別労働力化率
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た［Barbeito 1995, 244］との指摘もある。

次に都市部における部門別就業構造をみると，

脱工業化とサービス産業化がみてとれる。図３

は2004年第３四半期の都市部における部門別就

業者の比率を示したものである。それによると

製造業は全就業者の14.2パーセントを占めてい

るが，商業・運輸・金融・サービス部門は39.2

パーセント，公的部門での就業が16.4パーセン

ト，社会サービス医療が7.3パーセントと就業

人口構造において脱工業化・サービス産業化し

た状況にあることがわかる。

3．不完全就労・インフォーマルセクター

不完全就労やインフォーマルセクターでの就

労は，統計上就労者となって表れる。アルゼン

チン統計院（INDEC）による不完全就労の定義

は，意図しないのに週35時間以下の就労しかで

きず，さらにより長時間働く意欲をもっている

就労者となっている。2005年９月において28大

都市平均では，労働力化率46.2パーセント，就

労率41.1パーセント，失業率11.1パーセント，

不完全就労率13.0パーセントとなり，不完全就

業率が失業率を上回っている［INDEC 2005］。

インフォーマルセクターの定義は多岐にわた

っているが，学界の大勢として就労の非合法性

と不安定性がその主要な特色として注目されて

いる［幡谷 1993, 109］。ペルルバーチェとゴン

ザレスは，近年のインフォーマルセクターに関

する先行研究動向を踏まえながら，インフォー

マルセクターを次のように定義している［Perl-

bach and Gonzalez 2005, 5］。①労働法によるい

かなる保護も受けない雇用労働者，②非専門自

営業者，③賃金の支払いを受けない家族労働者，

④従業員5人以下の事業所における非専門雇用

労働者，⑤家事サービス労働者。このうち少な

くともひとつに該当すると，インフォーマルセ

クターでの就労とみなすことになる。

2004年に行われた定点世帯調査を基にした労

働社会保障省の分析によると［Ministerio de 
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（出所）統計院ウェブサイト。
（注）28都市の集計。

図３　都市部における部門別就業者の比率　2004年第4四半期
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Trabajo 2004, 73-73］，同年第３四半期の経済活

動人口は1540万人，就労人口は1340万人，そのう

ち雇用労働者が990万人で自営業等非雇用労働

者350万人となる。この990万人の雇用労働者の

なかの390万人が非登録労働者となる。390万人

の非登録雇用労働者のなかの370万人が民間部

門で，残り20万人が公的セクターでの雇用とな

っている［Ministerio de Trabajo 2004, 73-73］（注１）。

彼らは，正規の労働契約をなしている者が必ず

加入しているはずの社会保険にカバーされない

という意味で，アルゼンチンの雇用労働者にお

けるインフォーマルセクターに属するといえる。

その結果，民間部門の雇用労働者700万人の

52.9パーセントがインフォーマル部門に属する

連載資料　第４回　アルゼンチン

図４　アルゼンチンにおける雇用労働者におけるインフォーマルセクター就労状況
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（注）全賃労働者に対する年金保険料未払い労働者の比率。

図５　主要31都市の非登録労働者の比率
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ことになる。民間部門の非登録雇用労働者の内

訳は，（1）87万5000人が家事サービス業，（2）

180万人が従業員５人以下の零細事業所の従業

員，（3）100万人が従業員６人以上の事業所の

従業員となっている。

また，図５は主要都市の全雇用労働者のなか

で年金保険料未払い労働者の比率であり，実質

的に社会保険にカバーされない労働者という意

味で雇用労働者のなかのインフォーマルセクタ

ー比率を表す統計のひとつとみてよいであろう。

その比率は1990年５月に25.2パーセントであっ

たものが2003年５月には44.8パーセントにまで

上昇し，1990年代から2003年にかけてインフォ

ーマルセクターが拡大傾向にあることがわかる。

このような膨大なインフォーマルセクターの存

在は，社会保険を中心に発達してきたアルゼン

チンの社会保障モデルの限界を示すものであり，

彼らの生活保障をいかなる手段で行うかが社会

保障制度全体にとって問題となっている。

Ⅱ　労働組合・企業家団体・コーポラティズム

1．労働組合

労働組合の頂上団体として1930年に発足した

労働総同盟（Confederación General del Trabajo: 

CGT）がある。労働総同盟は，1946年ペロン政

権発足以来ペロン党と関係を強め，1992年にア

ルゼンチン労働者センター（Central de los Tra-

bajadores Argentinos: CTA）が設立されるまで

事実上アルゼンチンにおける唯一のナショナル

センターであった。また労働総同盟は，労働・

社会保障省に労働組合法人格を認証された唯一

のナショナルセンターである。労働総同盟は産

業別労働組合の連合体であり，アルゼンチン労

働者センター設立まではほとんどの産業別労働

組合を傘下におさめていた。

中央組織としては総会と中央委員会があり，

それぞれ加盟組合員数に応じて総会代議員と中

央委員会委員が割り振られる［Beliz 1988］。そ

こでは金属総連などゴルド（gordo，太った人）

と呼ばれる巨大組合が影響力をもっている。ま

た，労働総同盟加盟組合のなかにペロニスタ62

組合（Confederación de la 62 Organizaciones Jus-

ticialistas）という法人格をもった組織があり，

ペロン党支持基盤の中核を構成している［ペロ

ニスタ62組合ウェブサイト］。

1989年大統領選挙において労働総同盟は，ペ

ロン党候補としてメネム候補支持組合とアント

ニオ・カフィエロ支持組合に分裂し，それがメ

ネム政権発足以降も親メネム政権派の労働総同

盟 San Martin 派と政権に批判的な労働総同盟

Azoparto 派として分裂状態が続いていた。し

かし，1992年には親政権派主導の下に統一を回

復し，これによりの交渉力は高まり，メネム政

権もそれまでのネオ・リベラル改革の一面的推

進から，労働改革や医療保険改革などで労働組

合の立場を尊重するように立場を変化させたと

される。

ところが2000年デ・ラ・ルーア政権期に労働

改革をめぐり，再び労働総同盟内部で対立が表

面化し，政府に批判的な反主流派労働総同盟と

政府に協調的な主流派労働総同盟に分裂する。

その後2005年キルチネル・ペロン党政権期に反

主流派のモヤーノ書記長が両労働総同盟の統一

書記長となり，再び労働総同盟は統一されると

いうように，経済・社会政策をめぐり分裂と再

統合を繰り返してきた。

労働総同盟の他に労働組合の頂上団体として

連載資料　第４回　アルゼンチン
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は1992年に労働総同盟から分裂したアルゼンチ

ン労働者センター（CTA）がある。同センター

は教員組合（CTERA）と国家公務員組合（ATE）

を中核に結成されたが，産業別労働組合を仲介

しなくても労働者は同センターに直接加入でき

ることを特色としている。さらに同センターの

特色としては，失業者の運動やその他の社会運

動と連携を保っている点もある。アルゼンチン

では2001～2002年経済・金融危機を契機とした

失業と貧困の増大を前に，道路を封鎖して社会

扶助を求めるピケテーロという社会運動が活発

化した。アルゼンチン労働者センターは，その

ピケテーロの一部グループと強い結びつきを保

っている。しかし同センターは，メネム政権期

の1997年に労働組合として登録を行ったが，労

働組合法人格を得られないでいる。とはいえ，

同センターは正式また非公式の政・労・資協議

のメンバーになっており，事実上コーポラティ

ズム的協議には参加して一定の発言力をもって

いる。

マーシャルとグロイスマンの定点世帯調査を

基にした研究によると労働組合の組織化率は，

大ブエノスアイレス圏において1990年が全雇用

労働者（家内サービス労働者を除く）に対して49

パーセント，労働登録を行っている雇用労働者

に対して65パーセントとあったものが，2001年

では各々42パーセント，63パーセントと大きな

変化はみられていない［Marshall and Groisman 

2005, 12］。他方労働社会保障省の企業アンケー

トを基にした1998年の調査によると，大ブエノ

スアイレス圏における対雇用労働者の労働組合

組織化率は34.9パーセントと低水準に留まって

いる［Trajtemberg et al. 2005］。両者の相違に

関しては，第Ⅰ節で述べた統計測定手法の相違

により出た差異で，定点世帯調査は雇用者本人

以外が応える可能性があるため，組織化率が高

めになると労働省は指摘している（注２）。とはい

え，日本の水準（約18パーセント）からみると

アルゼンチンの組織化率は，いまだ高水準にあ

るといえる。

2．企業家団体

アルゼンチンにおいて産業界を代表する団体

としては，メネム政権期にはグループ８と呼ば

れる以下の団体があった。（1）アルゼンチン銀

行協会（Asociación de  Bancos  de  la Argentina: 

ADEBA），（2）アルゼンチン（外国）銀行協会

（Asociación de Bancos de la República Argentina: 

ABRA），（3）ブエノスアイレス証券取引所（Bolsa  

de Comercio de Buenos Aires），（4）アルゼンチ

ン商工会議所（Cámara Argentina de Comercio），

（5）アルゼンチン農牧協会（Sociedad  Rural Ar-

gentina），（6）アルゼンチン工業連盟（UIA: Unión 

Industrial Argentina），（7）アルゼンチン建設会

議（Cámara Argentina de la Construcción），（8）

アルゼンチン建設協会（Unión Argentina de  la  

Construcción）。このうち現在アルゼンチン建設

協会の活動はみとめられず，グループ８はグル

ープ７と呼ばれている。

1887年に設立された製造業者の代表という性

格をもつアルゼンチン工業連盟は，アルゼンチ

ン農牧協会やアルゼンチン銀行協会とともに産

業界を代表する有力な頂上団体といえる。この

三者のなかでも，特にアルゼンチン工業連盟が

公式，非公式の政・労・資協議で産業界の意見

を代表することが多くみられる。アルゼンチン

工業連盟は，法人格をもつ産業別団体また地域

別の経済会を基礎単位とする。2005年12月時点

で71産業別団体と21地域経済団体および69社の
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賛助企業が会員となっている。組織的には，ま

ず総会および，企業数を反映した250名の地

域・産業別代表から構成される常任評議会

（Consejo General）がある。総会は年次活動報

告と会計の承認を主目的としており，常任評議

会は執行部選出の母体であり，アルゼンチン工

業連盟の政策決定機関である。同評議会が69名

の執行評議会（Junta Directiva）メンバーを選出

し，さらに実質的執行機関であり会長，６名の

副会長などから構成される執行委員会（Comité 

Ejectiva）メンバーを選出する［アルゼンチン工

業連盟ウェブサイト］。労働総同盟とは異なりア

ルゼンチン工業連盟は，アルゼンチンの有力政

党であるペロン党や急進党への公式な支持─協

力関係はみられない。

3．コーポラティズム

アルゼンチンでは，国家を交えた議会外にお

ける労資による交渉が主要な政策を決定する上

で重要となる場面が観察される。特に労働・社

会政策部門ではほとんどの場合，事前の政・

労・資による協議が行われている。それは審議

会という公式な場で行われる場合は少なく，大

統領官邸，経済省や労働社会保障省等における

非公式協議である場合が多い。また，アルゼン

チンにおけるコーポラティズムは，政治経済的

環境変化に従い以下のように変容していったと

考えられる。

ペロン政権期の国家と労働総同盟およびアル

ゼンチン工業連盟との関係は，国家が上から諸

団体を統制する国家コーポラティズム的性格が

強いものであったことが以下の事実から判断さ

れる。まずペロン自身が労使双方に同一産業で

はひとつの組織を作ることを求め，労働・社会

保障政策に関して各部門代表からなる審議会的

組織を設立し，そこから政策を政府に答申させ

ることを計画していた。その上で，労働法や労

働条件は最終的には国家が決定するとも述べて

いる［Perón 1944, 20-24］。このように政・労・資

協議のなかで，国家が最終的政策決定者との位

置づけをもっている。またペロン政権は，労働

総同盟やアルゼンチン工業連盟に介入し，労働

総同盟にはペロン派の執行部を成立させ，アル

ゼンチン工業連盟は最終的に解散させて，ペロ

ン派の別組織である経済総同盟（Confederación 

General de Economı́a）を設立した。

ペロン政権崩壊後，軍政期には労働組合に対

する弾圧が強化されたが，長期的にみると労働

組合の自律性は高まっていった。1983年民政復

帰後に成立したアルフォンシン急進党政権下で

は，労働総同盟は同政権の経済・社会政策に反

対し13回ゼネストを繰り返す一方，経済安定化

のために政・労・資による社会協約（Concerta-

ción Social または Pacto Social）を締結して，経

済・社会政策の運営を三者協議により進めよう

とした。一例を挙げると，1984年６月27日にア

ルフォンシン大統領と労働総同盟指導部は会合

を持ち，労働総同盟側と社会・経済問題に関し

て社会協約の方式で解決をはかることで合意に

達した［La Nación 1984年６月28日］。同年７月

４日にはアルゼンチン工業連盟会長ファヴェレ

ッチはアルフォンシン大統領と会談し，先の政

労合意に関して肯定的判断を下し［El bimestre 

1984年６･７月号 , 20］，政・労・資の協議で社

会・経済問題解決をはかるということで合意が

なされた。協議では賃金・物価の水準が争点と

なったが，有効な合意を達成するには至らず三

者協議は失敗したといってよい。この三者協議

により経済・社会政策を運営していこうとする
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試みは，一面においてヨーロッパのネオ・コー

ポラティズム的側面がみとめられる［松下 

1997, 66］。しかし，アルゼンチンの場合，労働

側当事者である労働総同盟は当時野党であった

ペロン党との間に支持関係があり，労働組合と

政権党との間に支持関係がなかったという点で，

「ねじれた社会コーポラティズム」の試みであ

ったということができる。

1990年代のメネム・ペロン党政権期になると，

自由化・規制緩和の動きのなかで労働組合も生

産の向上に関与する必要性を迫られてきた。

1990年８月になると社会政策改革の核心であっ

た雇用法の可決に向けて，政府代表のトリアカ

労働相，経済界を代表するグループ８，およびメ

ネム政権支持労働総同盟サン・マルティン派は，

合意に達すべく協議を行っていた［La Nación 

1990年８月９日］。1994年に労働総同盟，経済８

団体および政府の間で調印された「雇用・生産

性・社会的公正に関するマクロ合意」という社

会協約には，「生産性の向上，投資，コスト削

減を基礎とする競争力は，開発や所得・雇用・

社会保障政策と相容れないものでないというこ

とに関する広汎な合意が存在する」［Ministerio 

de Trabajo 1994］と明記されている。このよう

な政・労・資合意は，ローズがいうところのネ

オ・リベラル政策採用に伴う競争が激化した時

期の競争的コーポラティズムの特徴を有してい

ると考えられる［Rhodes 2001］。

Ⅲ　雇用・労働関係の法的枠組み

1．労働法の整備

労働者保護に関する法律は，1946年のペロン

政権成立以前から制定されてきた。おもなもの

を挙げると，1915年制定の法律9688号労働災害

補償法や，24年制定の女性と16歳以下の子ども

の危険・不健康職ならびに夜間労働を禁止した

法律，29年制定の１日８時間労働を規定した法

律11544号，がある［Krotoschin and Ratti 1986］。

しかし，1943年から45年までペロンが労働・社

会保障庁長官に在職していた軍事政権期間に労

働法令の制定は急増し，同時期に職域別に賃金

や労働条件を定めた非常に多くの政令が公布さ

れた。その後ペロン政権が成立した翌年の1947

年に，それらの労働・社会保障に関する政令

123本は，法律12921号として法律化された［Ed-

itorial La Ley 1953, 143-169］。

それらの法律は，イサベル・ペロン政権期の

1974年に労働契約法（法律20744号）として雇用

関係全般を規定する法律にまとめられた。そこ

では全日・無期限の雇用契約が原則であり，解

雇補償（正当な理由のない解雇では勤続１年につ

き最高の賃金の１カ月分を補償金として支払い，

最低補償額は勤続期間にかかわらず３カ月分の賃

金となっている），長期有給休暇（勤続年に従い

５年以下では連続14日から20年以上の連続35日間

まで），ボーナスの支給など安定的雇用を維持

させる規定を含み，また労働条件に関してもき

わめて進んだ制度を導入している。こうした労

働法の整備は，輸入代替工業化の進行と国家の

肥大化と並行して行われていたことに注目すべ

きである。

ペロン政権期の1947年には「労働者権利宣

言」が公布され，それは49年ペロン憲法に取り

入れられている。「労働者権利宣言」は1947年

２月24日に開催されたペロンの大統領選出１周

年記念の式典において，ペロン大統領から労働

総同盟書記長エルナンデスに手渡されたもので
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ある［Rotondaro 1971, 201］。この「労働者権利

宣言」は，「労働から派生する権利は，個人の

自由と同様に，剝奪不可能かつ不可侵な自然の

属性からなる人格の一部である」［Perón 1947］

とし，社会権を労働者固有の権利と認定したと

ころに特徴がある。その内容は以下の10カ条で

ある。（1）労働の権利，（2）公正な分配の権利，

（3）能力開発の権利，（4）適切な労働条件の権

利，（5）健康保全の権利，（6）福祉の権利，

（7）社会保障の権利，（8）家族擁護の権利，

（9）経済的向上の権利，（10）労働組合活動の

権利。ペロン政権崩壊後，ペロン憲法は廃止さ

れ1853年憲法が復活したが，「労働者権利宣

言」の主旨は復活した旧憲法に付け加えられた。

こうした労働法制の枠組みは，軍政期に部分的

に変更され，1983年の民主化後再び元の形に戻

るなどの変遷があったが，基本的には90年代以

降の労働改革まで続くことになった。

2．労働組合法・団体労働協約法

労働組合法に相当する大統領令が最初に公布

されたのは1943年のことであったが，それは同

年中に執行停止となっている。その後1945年10

月２日に大統領令23852（Régimen legal de las 

asociaciones profesionales de  trabajadores）とし

て布告され定着した［Editorial La Lay 1946, 591- 

596］。同大統領令においてまず，労働組合は労

働社会保障庁に登録してその認定を受け，組合

法人格を取得することになっている。また，既

に法人格をもった組合が存在する部門で新たに

組合を設立するには，新組合の加入者が既存組

合の加入者を上回ることが条件とされ，その場

合既存の組合は組合法人格を失うと規定されて

いる。この組合法人格をめぐる規定は，現行労

働組合法25～31条のなかに存続している。す

なわち，現行制度では組合法人格をもつ労働組

合と，一般法人格はもつが政府から労働組合法

人と認定されない労働組合が存在することにな

る。

1953年には団体労働協約（Cnvenciones Colec-

tivas）に関する取り決めを定めた団体労働協約

法（法律14250号）が施行された［Ley Núm. 14. 

250, ley de convenciones colectivas de trabajo ］。

アルフォンシン政権期の1988年に復活された団

体労働協法（法律14250号）は，以下の点を含ん

でいた。①交渉当事者は労働組合法人格をもつ

労働組合と労働省の定めた代表制をもつ企業家

団体か企業であり，②締結された協約は労働省

の認証を必要とし，③認証された協約は同一部

門，あるいは同一地域の同じカテゴリーの全労

働者に効力が及び，④旧協定が失効すると新協

定が締結されるまで旧協定が有効であり，⑤全

国レベルの協約あるいは労働省通達は地方の既

存の協約を拘束する。これらは労使協定に関す

る国家の強い関与，新協定が締結されるまで失

効した旧協定が有効であるという労働側有利の

規程，中央団体交渉が地方レベルの交渉に優先

されるという中央優位の原則点に特色がある

［Fernandez Madrid and Caubet 1996, 305-320］。

前述した労働契約法は，正規雇用労働者に対

する最低限の保護規定となっており，主として

産業別の団体協約はそれを上回る内容となって

いる。そのため，旧協定が失効後も新協定が締

結されるまで旧協定が有効との規定は，労働者

側に有利な規定として産業界から改訂が求めら

れていた。

3．雇用関係柔軟化

こうした労働法の規定は，1990年代になると

産業界からタイトで労働コストを押し上げ，ア
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ルゼンチンの国際競争力を殺ぐものと批判され

るようになった。また，大量失業が常態化する

なかで，従来の労働法による雇用関係の規定は

解雇コストが大きく，それは企業家にとって新

規投資のリスクが大きいことを意味し，投資を

停滞させるという批判も産業界からだされた。

彼らは雇用を拡大させるためにも，雇用関係の

柔軟化が必要であると主張していた。そのよう

な流れの中で，メネム・ペロン党政権下の1991

年雇用法，95年労働自由化法，またデ・ラ・ル

ーア連合政権期下の2000年労働改革法が制定さ

れ，雇用関係の柔軟化が促された。

1991年の雇用法（法律24013号）では，労働組

合との合意を得ることなど一定の条件の下に６

カ月から最大18カ月の期限付き雇用契約，24歳

以下を対象とし１年間の期限付き若年見習い労

働契約，同じく24歳以下を対象とし４カ月から

２年間の期限付き若年技能形成労働契約が認め

られるようになった。また，同法による雇用契

約は，使用者の社会保険料の一部または全額免

除が規定されている。同法では，雇用契約を結

ばないいわゆる闇労働契約を排除するために，

闇労働契約（非登録）の労働者に対して使用者

が補償金を支払う制度と，雇用契約と社会保険

登録を一括して行う統一労働登録制度が制定さ

れた。さらに，同法によりアルゼンチンで初の

本格的な失業保険制度が制定された［Font 

1997］。

1995年の労働自由化法（法律24465号）では，

労働協約により試用期間の３カ月から６カ月へ

の延長を可能とすること，パートタイム契約，

40歳以上・女性・障害者等を対象とした６カ月

から２年間の雇用促進契約，14歳から25歳の無

職青少年を対象とした３カ月から２年間の見習

い労働契約が追加された。この労働自由化法に

は，1994年の政・労・資による「雇用・生産

性・社会的公正に関する枠組合意」に基づき設

立された委員会が，同法で新たに規定された新

雇用契約の進捗状況，ならびに雇用創出の度合

いを毎年評価すると規定されている［Font 1997］。

こうした雇用関係柔軟化の動きは，1997年に

なるとメネム大統領の再々選問題の出現で方向

転換することとなった。メネム大統領は1994年

にそれまでの連続再選禁止を規定していた憲法

を改正し，大統領任期を６年から４年に短縮し

て連続再選を可能とした。その結果1995年にメ

ネム大統領は再選されたのだが，新憲法では当

時第１期目に当たり次期大統領選挙にも立候補

できるという理論で，メネム大統領は再々選を

目指す動きを活発化させた。メネム大統領は

再々選を目指すにあたって労働組合の支援を必

要とし，労働総同盟とそれまでの柔軟化雇用契

約を廃止し，旧団体協定が無効になってから新

協定が結ばれるまで旧協定が有効との規程を廃

止しないことで合意に達した［La Nación 1998

年３月12日］。この合意を受けて議会では1998

年に法律25013号が可決され，1991年雇用法お

よび1995年の労働自由化法で制定された柔軟な

雇用契約の多くが廃止された［Ediciones de Paı́s 

2006, 271-272］。

デ・ラ・ルーア政権による2000年労働法改革

（法律25250号）では，雇用契約・団体協約に関

し以下の点が改正・追加された。小企業の場合

労働協約により試用期間を12カ月まで延長する。

社会保険料の３分の１を減免し，また45歳以上

の人・女性世帯主，24歳以下の青少年には50パ

ーセントの社会保険料を減免し無期限雇用契約

の増大を図る。新規協定が締結されるまで旧協
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定が有効という規定は，労資が合意した場合に

限られるようになり，現行協定は一方が破棄通

知を行えば２年後に効力を失うとされた。団体

交渉の分権化促進され，地域，分野，職域，企

業，企業グループごとに協約が結べるとされた

［Stefanescu et al. 2000］。

これら労働法改革は，雇用関係の柔軟化を中

心としており，無期限・全日雇用契約から多様

な形態の雇用契約へ雇用形態が推移し，団体交

渉も中央交渉から分権化されるようになった。

しかし，こうした雇用関係柔軟化を労働者側か

らみると，法制的に雇用の不安定化が進んだこ

とになり，またフォーマルセクターのインフォ

ーマル化を進展させたとの批判も存在する。

ところが2003年に成立したキルチネル・ペロ

ン党政権は，翌2004年にデ・ラ・ルーア連合政

権の行った労働改革を法律25877号により無効

とし，雇用関係柔軟化の動きに歯止めがかかる

こととなった。試用期間の延長はなくなり従来

どおりの３カ月となった。また，デ・ラ・ルー

ア政権期の労働改革により廃止された団体労働

協約における旧協定失効後に新協定が締結され

なければ旧協定が有効との規定も復活した。た

だし，改正労働協約法では労資ともに，協定に

期限を設定できるとの条項は残された。

Ⅳ　雇用改革と社会保障

雇用制度改革に関連して，社会保険制度の改

革も実行された。まず，1991年制定の雇用法に

おいて前述した統一労働登録制度（Sistema 

Unico de Registro Laboral）が制定され，雇用契

約と社会保険の登録が一括してなされることに

なり，そこでは闇雇用契約の減少が期待された。

さらに，雇用法における雇用関係の柔軟化に対

応して，アルゼンチン初の全職域を対象とした

失業保険制度が導入された。失業保険の給付期

間は，失業前の失業保険料納付期間により最短

４カ月から最長12カ月間と定められている。支

給額の水準は，全国雇用・生産性・最低賃金審

議会で決定され，また４カ月ごとに15パーセン

ト減額されるようになっている。失業保険制度

の導入は，雇用関係が柔軟化することへの新た

な社会保障制度の対応でもあった。

1993年には年金制度改正が行われ，付加年金

部分につき希望者は民間積立方式を選択できる

ようになり，その場合年金基金運用会社も選択

できるようになった。1997年からは医療保険も

年に１回家族単位で選択可能となった。これら

年金と医療保険改革の主要因は，財政問題等で

あるが，特に年金の民間積立方式への移行の背

景には，雇用関係の柔軟化により職場を移動す

る可能性が高まったことへの対応という説明も

なされていた［宇佐見 2003］。

つぎに，雇用制度改革に直接関係した社会保

障制度上の問題として，以下の諸点が指摘でき

る。第１に，柔軟な雇用契約においては，解雇

補償金が支払われず，また失業保険にもカバー

されないなど，雇用契約が失効した場合や失業

した場合の所得保障がない点が指摘できる。失

業保険の受給条件として，失業前３カ年のうち

最低１年間の保険料支払いがあるという条項が

あり，柔軟な雇用契約の多くは対象外になる。

第２に柔軟な雇用契約は，雇用そのものが不

安定であり，失職した場合に家族手当や医療保

険を失い，また年金保険料の支払いもできなく

なり，年金受給額に影響を受ける点が指摘でき

る。
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第３に柔軟な雇用契約は，社会保険料負担の

減免措置と並行して実施されている点である。

1991年制定の雇用法における期限付き雇用契約

に際して，雇用主の社会保険料減免措置が施さ

れた。期限付き雇用契約を締結した雇用主は，

年金・家族手当・失業保険料の雇用主負担分の

50パーセント減免措置が設けられている。また，

1994年の労働自由化法で導入されたパートタイ

マー雇用契約では，労資の社会保険料は労働時

間に対応した額を支払い，医療保険に関しては

国家が必要額を補塡することとなっている。試

用期間での雇用契約では雇用主と本人は医療保

険料と家族手当保険料は支払わなければならな

いが，年金と失業保険料は支払わなくてもよい。

ここでは特に，柔軟な雇用契約を結んだ労働者

の年金受給額の低下が問題となろう。

最後に，民間雇用労働者の半分を占める未登

録労働者を含むインフォーマルセクターの労働

者は労働法上の権利もなく，また社会保険にも

カバーされないという問題がある。第２次世界

大戦後のアルゼンチンの社会保障制度は労働，

正確に述べると正規雇用と強い連関性をもって

発展してきた。しかし1990年代以降のインフォ

ーマルセクターの拡大は，社会保険が主であっ

たアルゼンチンの社会保障制度と雇用の現実と

の間に巨大な間隙が生じたことを意味している。

Ⅴ　雇用と社会保障改革に関する

　　　  先行研究

アルゼンチンの雇用の実態に関する議論はき

わめて活発に行われており，2005年８月にブエ

ノスアイレス大学で開催されたアルゼンチン労

働学会大会には，18セッションに226の報告書

が提出されている。それらの報告は，全て CD-

ROM の中に収録されている［ASET 2005］。そ

のなかでは，雇用・失業，インフォーマルセク

ター・不安定雇用，所得分配・賃金，貧困・不

平等，社会・労働政策から生産過程や企業家の

戦略，ジェンダーに関するまでの実証分析や理

論的問題が幅広く議論されている。また，日本

においては佐野（2001）が，メネム政権のネ

オ・リベラル改革のなかに雇用関係柔軟化を位

置づけた論文を発表している。

1990年代のネオ・リベラル経済・社会改革を

政治経済学的に分析しようとするもののなかで，

オドーネルの委任型民主主義論が当初注目を集

めた。委任型民主主義論では，アルゼンチンの

メネム政権もその代表として取り上げられ，公

正な選挙を通した多数者が選択した大統領が国

家利益を具現化し，強力な大統領によりネオ・

リベラル改革を推進するテクノクラートは，社

会の様々な反対から守られるとする［O’Donell 

1997, 287-304］。そこではラテンアメリカにおけ

る民主主義の特殊性が語られていることになる。

こうしたラテンアメリカの民主主義の特殊性

に関する議論の代表的なものに，ネオ・ポピュ

リズム論がある［出岡 2002；松下 2004］。1980年

代末からのペルー・フジモリ政権，アルゼンチ

ン・メネム政権，ブラジル・コロール政権など

でネオ・リベラル政策が採用されると，ネオ・

リベラル政策とポピュリズムの関連性に関する

議論がウェイランド等により提起された。そこ

では伝統的ポピュリズムによる経済政策と切り

離された形で，多様な大衆動員の形態，指導者

と大衆の直接的結びつきがポピュリズムの戦略

として定義されている［Weyland 1999, 381］。ま

た，ロバーツは古典的ポピュリズム概念の修正
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をとおして，ネオ・リベラル政策を採用する政

権にも適用可能な汎用性のあるポピュリスト概

念を提示している［Robetrs 1995, 88-91］。こう

した議論をきっかけとして，古典的ポピュリズ

ムに対して，1980年代末から90年代にかけてネ

オ・リベラル政策を実行した上記政権をネオ・

ポピュリズム政権と呼ぶ論者が現れてきた。し

かしネオ・ポピュリズムに関する議論は，アル

ゼンチンを含む1990年代のネオ・リベラル社

会・経済改革を推進した政権の状況をうまく説

明しているものの，それ自身はネオ・リベラル

社会・経済改革推進のメカニズムを説明する政

治経済学的分析手法を提示した訳ではない。

こうしたネオ・ポピュリズムに関した議論に

対してパニッサは，より深い制度的分析の必要

性を提起している。1990年代のネオ・ポピュリ

ズム政権によるネオ・リベラル改革に関して，

アルゼンチンやペルーでは成功したが，ブラジ

ルやエクアドルでは失敗しており，リーダーの

資質を論じるのではなく，それを取り囲む制度

的コンテクストを議論しなければならないとネ

オ・ポピュリズム論を批判する。ブラジルのコ

ロル大統領と同じくアルゼンチンのメネム大統

領も地方小州知事出身であり，国政からみると

アウトサイダーであった。それにもかかわらず

メネム大統領が改革に成功した理由は，彼がペ

ロン党の改革を志しながらも，同党の従来から

の伝統的支持基盤である労働組合や低所得層と

の関係も保ち，同時に新たな企業家層や改革派

テクノクラート等との同盟関係を構築できたこ

とにあるとする［Panizza 2001, 176-177］。

他方，ネオ・リベラル改革を実施したメネム

政権をネオ・ポピュリズムとみるレビスキーは，

パニッサ同様に制度を問題とし，アルゼンチン

のペロン党における制度化の不十分性あるいは

柔軟性に注目している。彼によると，ペロン党

の柔軟な内部組織が，1990年代にペロン党内部

の労働組合の影響力を低下させることを可能と

した。労働組合以外に政権の支持基盤を拡大さ

せるために，同党のメネム政権は国家資源を使

ったパトロン－クライアント関係に基づく政党

にペロン党を変容させ，それによりメネム・ペ

ロン党政権が伝統的ポピュリズム政策から離れ

てネオ・リベラル政策を実行できた［Levitsky 

2003, 25-26］と説明している。

一方ムリージョは，利益団体として労働組合

を把握し，その利害のみから労働組合の行動を

説明する方法は，ポピュリズムの遺制や制度の

影響が無視されている問題があるとする。彼女

は，ネオ・リベラル改革に関する制度的分析を，

政府の社会的要求をコントロールする能力につ

いての分析とコーポラティズムについての分析

に分類する。しかしそうした制度的説明では，

各国の労働組合の行動の差をうまく説明してい

ないという問題点を指摘する。その上で彼女は，

ラテンアメリカにおけるネオ・リベラル改革の

説明には諸変数，とりわけ労働組合と政府の相

互作用に注目すべきであるとの立場をとる。そ

こでは労働組合幹部がより長くその地位に留ま

ることを目的に行動することを前提とし，労働

組合と政権党がその置かれた競争状況の相違に

より，それぞれどのような行為をしたのかに注

目している［Murillio 2001, 11-26］。

ムリージョによるアルゼンチンの事例分析で

は，メネム政権期にペロン党支持の労働総同盟

は3つに分裂しており，メネム政権はよりポピ

ュリスト的分派には譲歩せず，政権に忠実な分

派には団体交渉における代表権や政権の役職を
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与えるという譲歩を行った。こうした状況下で

分裂した労働総同盟は，雇用関係柔軟化をはじ

めとするネオ・リベラル改革を防止することは

できなかった。しかし，1992年に労働総同盟が

統一され，すなわち政党に忠実な競争状態の労

働組合から無競争状態の労働組合へ変化した。

そのために労働組合の政権への従属から，協調

へという関係変化を導き出したと論じている

［Murillo 2000; 2001］。

レビスキーのコーポラティズムの組織的性格

に関する問題提起は，労働・社会保障政策の変

容を制度的に説明しようとする際に参考にすべ

きであろう。ムリージョは，ラテンアメリカの

ポピュリズムを国家コーポラティズムとみてい

るが［Murillo 2000, 186］，それは第２次世界大

戦前後に成立したポピュリスト政権には該当す

るであろうが，1980年代のアルフォンシン政権

期のコーポラティズムは労働組合の自律性が高

く，むしろヨーロッパの社会コーポラティズム

との類似性に注目すべきであろう。また，1990

年代のメネム政権期のコーポラティズムはロー

ズの競争的コーポラティズム概念の適用も考え

られる［Rhodes 2001］。今後の研究では，アル

ゼンチンにおけるコーポラティズムがどのよう

に変容し，それがいかに雇用関係と社会保障制

度の変容と関係があるのかという点に焦点を当

てることが必要であると思われる。その反面，

1990年代以降非正規・インフォーマルセクター

の労働者が大幅に拡大したという現状もまた無

視することはできない。そこでは労働組合と国

家間の関係より広い視野で分析することが求め

られ，レビスキーも語っている政治的クライア

ンティリズムに注目すべきであろう。
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っている。

（注２）労働省計画・労働研究局次長 Marta Novick

とのインタビューによる。2006年９月28日。
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O’Donnell, Guillermo 1997．Contrapunto. Buenos Aires: 

Paidós.

Panizza, Francisco 2001．“Más allá de la‘Democracia 

delegativa’: La vieja política y la nueva economía 

en  América  latina.” In Polı́tica e instituciones en 



60

連載資料　第４回　アルゼンチン

las  nuevas democracias  latinoamericanas.  eds. 

Isidoro Cheresky and Inés Pousadela. Buenos Aires: 

Paidós. 

Perlbach, Iris and Rodrigo Gonzalez 2005．“Informali-

dad en el mercado laboral argentino: Un modelo de 

probabilidad de ocurrencia.” Buenos Aires: trabajo 

presentado al 7 Congreso Nacional de Estudios del 

Trabajo.

Perón, Juan Domingo 1944．El pueblo quiere saber de 

que se trata. Buenos Aires, In Perón en doctorina. 

ed. Juan Carlos Rousselot（1997）.   Buenos  Aires: 

Consejo del Partido Justicialista de Morón.

─── 1947．“Declaración de los derechos del trabajador, 

Proclamada el 24 de febrero de 1947 por el Excmo. 

Sr.  Presidente  de  la  Nación  Argentina  General 

Juan D. Perón.” Buenos Aires: Secretaría de traba-

jo y previsión.

Rotondaro, Rúben 1971．Realidad y cambio en el sindi-

calismo. Buenos Aires: Editorial Pleamar.

Stefanescu, Raúl B., Marcelo Daniel Rolon and Mariano 

Oscar Muñoz c2000. La reforma laboral, ley 25250 

        comentada. Buenos Aires: Editorial Atlántlda.

Trajtemberg, David, Fabián Berhó, Paula Attorresi 

and Walter Lauphan 2005． Encuesta de relaciones 

laborales. Buenos Aires: ASET.

＜インターネット＞

労働社会保障省（http://www.trabajo.gov.ar/　2006年10

月13日閲覧）．

─── ［労働統計］（http: //www. trabajo. gov. ar/left/

estadisticas/bel/index.htm　2006年９月15日閲覧）．

統計院 （http://www.indec.mecon.ar/ 2006年11月14日閲

覧）．

ペロニスタ62組合（http://www.62org.ar）．

アルゼンチン工業連盟（http://www.uia.org.ar）．

Cları́n（http://www.clarin.com/）．

La Nación（http://www.lanacion.com.ar/）．

（アジア経済研究所地域研究センター）


